
こども青少年局 区こども家庭支援課 施設

休園判断

翌営業日休園の
保護者周知

セルフチェック

園にセルフチェックを依
頼、調査対象期間の連絡、
翌営業日の休園を協議

セルフチェック内容確認

園に連絡

保育実施の周知

濃厚接触者へ
個別連絡

休
園
（
翌
営
業
日
）

セルフチェック相談対応

児童・職員の
陽性を把握

発症日と最終登園日を
確認し、区こども家庭
支援課に連絡

報告様式を区へメール送付

個別連絡例①

開園継続

休園不要

調査必要

③

④

保護者周知例①

⑤

保護者周知例②

保護者周知例③または④

⑥

⑦

⑧

②

❶

❷

❸

❹

❺

必
要
に
応
じ
て
相
談
・
支
援

休園対応 ～全体フロー～ 別紙3-1

児童・職員検査受検
※区への連絡や保護者通
知の確認は不要

①

※区への文面確認は不要

※区への文面確認は不要

※区への文面確認は不要

区こども家庭支援課

受付時間（平日）
9:00～17:15

①陽性者 ②発症日と登園日 ③感染対策状況
④翌日の

運営

職員
発症日の二日前以降に出勤

マスク着用、「黙食」「個食」を
徹底しており、セルフチェック
シートを作成したとしても、該当
者なしになる。

開園継続

上記以外 休園※

発症日の二日前以降に出勤無し - 開園継続

児童
発症日の二日前以降に登園

陽性児童と室内で約1メートル以内
の距離で15 分以上の会話や身体接
触があったと想定される児童等、
別紙２の基準に該当する児童はい
ない。セルフチェックシートを作
成したとしても該当者なしになる。

開園継続

上記以外 休園※

発症日の二日前以降に登園無し - 開園継続

区に電話がつながらな
いときの対応基準
※翌開庁日、区こども家庭支援
課に必ず共有してください。

※調査のため、翌営業日の休園が必要な場合

※当日中に濃厚接
触者の特定が可能
な場合

保育実施
⑨

※休園の場合は、可能な限り対象範囲を限定し、保護者周知文例②を参考に周知してください。
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